
①航送運賃に、該当する燃料油価格変動調整金（以下 調整金）を加算した料金を申し受けます。

②車幅が2.5ｍを超える車輌は、25cmを増す毎に1.5割増しで料金を申し受けます（10円未満の端数は切り上げ）。

③特殊車輌（鉄輪・鉄キャタピラ等）は、10割増しで料金を申し受けます。

④料金は全て税込み表示となります。

＜横須賀⇔新門司＞

航送料金 (単位：1台当たり/円)

3ｍ未満 4ｍ未満 5ｍ未満 6ｍ未満 7ｍ未満 8ｍ未満 9ｍ未満 10ｍ未満 11ｍ未満 12ｍ未満
13ｍ以上

1ｍ増す毎

33,000 44,000 55,000 66,000 77,000 88,000 99,000 110,000 121,000 132,000 11,000

燃料調整金 Rランク (単位：1台当たり/円)

3ｍ未満 4ｍ未満 5ｍ未満 6ｍ未満 7ｍ未満 8ｍ未満 9ｍ未満 10ｍ未満 11ｍ未満 12ｍ未満
13ｍ以上

1ｍ増す毎

11,880 15,840 19,800 23,760 27,720 31,680 35,640 39,600 43,560 47,520 3,960

別途調整金を加算させて頂きます。

尚、2025年1月～3月期の調整金につきましては、2024年12月末日頃に決定します。

電源使用料（単位：1台当たり/円） 電源コード貸出料（単位：1台当たり/円）

100V 1本

220V

2024年10月～12月期の調整金につきましては、政府における「燃料油価格激変緩和対策事業」による価格抑制効果を反映した指標価格を適用し、

Rランクとさせて頂きます。

自 動 車 航 送 運 賃・料 金 表

1,100

2,200

5,500


